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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
愛
知
目
標
の
達
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
関
係
省
庁
等
と
の
連
携
、

調
整
を
十
分
に
図
る
こ
と
に
よ
り
、
海
山
、
熱
水
噴
出
域
及
び
海
溝
等
を
中
心
と
し
て
、
可
能
な
限
り
多
様
な
生
態
系
が
含

ま
れ
る
区
域
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
絶
滅
の
お
そ
れ
が
あ
る
種
が
存
在
す
る
可
能
性
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
種
の
保
存
法
に
基
づ
く
科
学
委
員
会
や
多
様
な
利
害
関
係
人
な
ど
、
幅
広
い
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
検

討
す
る
こ
と
。 

 

二
、
海
洋
環
境
の
保
全
を
よ
り
一
層
進
め
る
た
め
、
外
国
船
舶
に
よ
る
活
動
も
踏
ま
え
、
国
内
外
へ
の
沖
合
海
底
自
然
環
境
保

全
地
域
の
指
定
及
び
そ
の
規
制
内
容
等
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 



三
、
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
保
全
措
置
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
改
正
法
第
三
十
五
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
く

立
入
調
査
等
を
機
動
的
に
行
う
な
ど
、
同
地
域
の
保
全
活
動
を
関
係
者
等
と
協
力
し
て
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
当

該
地
域
で
実
施
さ
れ
る
特
定
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
把
握
し
、
当
該
区
域
の
保
全
措
置
に
適
宜
反
映
さ
せ
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。 

 

四
、
沖
合
の
区
域
の
生
物
の
多
様
性
の
確
保
そ
の
他
の
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
科
学
的
知
見
が
い
ま
だ
不
十
分
な
分
野
に

つ
い
て
、
関
係
す
る
省
庁
や
調
査
研
究
機
関
等
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
調
査
研
究
を
推
進
さ
せ
、
よ
り
充
実
し
た

保
全
施
策
を
実
行
す
る
こ
と
。 

 五
、
我
が
国
の
生
物
多
様
性
保
全
上
重
要
な
海
域
を
後
世
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
、
沿
岸
域
を
含
め
た
我
が
国
の
周
辺
海
域
に
つ

い
て
、
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
に
よ
る
調
査
を
充
実
さ
せ
、
海
洋
保
護
区
の
指
定
の
推
進
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
的
確
な

調
査
の
実
施
の
た
め
に
十
分
な
予
算
及
び
人
員
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 



六
、
海
洋
保
護
区
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
に
環
境
省
が
公
表
し
た
「
生
物
多
様
性
の
観
点
か
ら
重
要
度

の
高
い
海
域
」
を
踏
ま
え
、
沖
合
域
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
幅
広
く
海
洋
保
護
区
化
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
持
続
可
能
な
漁
業
と
生
物
多
様
性
保
全
の
両
立
を
目
指
し
た
保
護
区
の
創
設
な
ど
、
我
が
国
に
お
け
る
海
洋
保
護
区
の

在
り
方
に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
す
る
こ
と
。 

 

七
、
海
域
の
生
態
系
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
陸
域
の
生
態
系
に
つ
い
て
は
、
絶
滅
危
惧
種
の
多
く
が
里
地
里
山
に
生
息
・

生
育
す
る
こ
と
か
ら
、
人
の
手
が
入
る
こ
と
で
保
た
れ
る
自
然
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
た
保
護
区
の
在
り
方
に
つ
い
て
も

検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

八
、
保
護
区
の
設
定
に
よ
る
生
物
多
様
性
保
全
が
有
効
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
上
で
、
改
正
法
の
施
行
五
年
後
を
目
途
に
本
改

正
内
容
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 
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